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る者をいう。）の登録

１件につき　35,000 円

(89)　建築物における衛生的環境の確保に関する法律

第 12 条の２第１項の規定に基づく建築物排水管清

掃業者（同項第６号に掲げる事業を営んでいる者を

いう。）の登録

１件につき　35,000 円

(90)　建築物における衛生的環境の確保に関する法律

第 12 条の２第１項の規定に基づく建築物ねずみ昆

虫等防除業者（同項第７号に掲げる事業を営んでい

る者をいう。）の登録

１件につき　35,000 円

(91)　建築物における衛生的環境の確保に関する法律

第 12 条の２第１項の規定に基づく建築物環境衛生

総合管理業者（同項第８号に掲げる事業を営んでい

る者をいう。）の登録

１件につき　45,000 円

第２条中第 78号を第 82 号とし、第 66 号から第 77 号

までを４号ずつ繰り下げ、同条第 65 号中「第 15 条の

２の５第１項」を「第 15 条の２の６第１項、第 15 条

の３の３第１項」に、「、変更の許可証若しくは」を

「若しくは変更の許可証、熱回収の機能を有する産業廃

棄物処理施設の設置者の認定証、産業廃棄物処理施設

の」に改め、同号を同条第 69 号とし、同条中第 64 号

を第 68 号とし、第 63 号を第 67 号とし、同条第 62号中

「第 15 条の２の５第１項」を「第 15 条の２の６第１項」

に改め、同号を同条第 64 号とし、同号の次に次の２号

を加える。

(65)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の３

の３第１項の規定に基づく熱回収の機能を有する

産業廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対す

る審査

１件につき　33,000 円

(66)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15 条の３

の３第２項の規定に基づく熱回収の機能を有する

産業廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請

に対する審査

１件につき　20,000 円

第２条中第 61号を第 63 号とし、第 47 号から第 60 号

までを２号ずつ繰り下げ、同条第46号中「第９条第１項」

の次に「、第９条の２の４第１項」を加え、「、変更の

許可証若しくは」を「若しくは変更の許可証、熱回収

の機能を有する一般廃棄物処理施設の設置者の認定証、

一般廃棄物処理施設の」に改め、同号を同条第 48 号と

し、同条中第45号を第47号とし、第44号を第46号とし、

第 43 号の次に次の２号を加える。

(44)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の２

の４第１項の規定に基づく熱回収の機能を有する

一般廃棄物処理施設の設置者の認定の申請に対す

る審査

１件につき　33,000 円

(45)　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第９条の２

の４第２項の規定に基づく熱回収の機能を有する

一般廃棄物処理施設の設置者の認定の更新の申請

に対する審査

１件につき　20,000 円

第５条中「第２条第 248 号」を「第２条第 260 号」

に改める。

第８条ただし書中「第２条第 171 号、第 227 号ア、

第 229 号ア及び第 232 号」を「第２条第 183 号、第 239

号ア、第 241 号ア及び第 244 号」に改める。

附　則

この条例は、平成 23 年４月１日から施行する。

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。

平成 23年３月 24 日

川崎市長　阿　部　孝　夫

川崎市条例第６号

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関

する条例の一部を改正する条例

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例（平

成４年川崎市条例第 51 号）の一部を次のように改正す

る。

第 41 条の２中「同条第８項」を「同条第９項」に改

める。

附　則

この条例は、平成 23 年４月１日から施行する。

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。

平成 23年３月 24 日

川崎市長　阿　部　孝　夫

川崎市条例第７号

川崎市公害防止等生活環境の保全に関す

る条例の一部を改正する条例

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成

11 年川崎市条例第 50 号）の一部を次のように改正する。

目次中

「第７節　開発行為等に関する工事公害の防止等（第

66 条・第 67 条）」

を

「第７節　開発行為等に関する工事公害の防止等（第

66 条・第 67 条）

　第８節　建築物等の解体等作業に係る石綿の飛散の

防止（第 67 条の２～第 67 条の 10）」
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に改める。

第 65 条第２項中「建築物」の次に「（建築基準法（昭

和 25 年法律第 201 号）第２条第１号に規定する建築物

をいう。以下同じ。）」を、「工作物」の次に「（以下「建

築物等」という。）」を加える。

第６章第７節の次に次の１節を加える。

　　　第８節　建築物等の解体等作業に係る石綿の

飛散の防止

（事前調査等）

第 67 条の２　建築物等の解体、改造又は補修の作業（以

下「解体等作業」という。）を伴う建設工事を施工し

ようとする事業者は、あらかじめ、当該建築物等にお

ける、石綿を飛散させる原因となる建築材料であって

規則で定めるもの（以下「石綿含有建築材料」という。）

の使用の有無その他の規則で定める事項について、規

則で定めるところにより調査しなければならない。

２　解体等作業を伴う建設工事（規則で定めるものに限

る。）を施工しようとする事業者は、前項の規定によ

る調査の結果を記録し、規則で定める期間、保存して

おかなければならない。

３　第１項の規定による調査の結果、建築物等に石綿含

有建築材料の使用が確認されたときは、石綿含有建築

材料が使用されている建築物等の解体等作業（以下

「石綿排出等作業」という。）を伴う建設工事（以下「特

定排出等工事」という。）（規則で定めるものに限る。

次項及び次条において同じ。）を施工しようとする事

業者は、当該石綿排出等作業の開始の日の 14 日前ま

でに、第１項の規定による調査の結果について市長に

届け出なければならない。ただし、災害その他非常の

事態の発生により当該石綿排出等作業を緊急に行う

必要がある場合は、この限りでない。

４　前項ただし書の場合において、当該石綿排出等作業

を伴う特定排出等工事を施工する事業者は、速やか

に、第１項の規定による調査の結果について市長に届

け出なければならない。

（周辺住民への周知）

第 67 条の３　特定排出等工事を施工しようとする事業

者は、規則で定めるところにより、前条第１項の規定

による調査の結果を、公衆の見やすい箇所に表示しな

ければならない。

２　特定排出等工事を施工しようとする事業者は、あら

かじめ、広告物の配布その他の方法により、当該特定

排出等工事を施工する場所の周辺の住民のうち規則

で定める者に対し、当該事業者の氏名又は名称、石綿

排出等作業の実施の期間その他の当該特定排出等工

事に関する事項について周知しなければならない。

（作業実施基準）

第 67 条の４　石綿排出等作業（大気汚染防止法（昭和

43 年法律第 97 号）第２条第 12 項に規定する特定粉

じん排出等作業（以下「特定粉じん排出等作業」と

いう。）を除く。次項において同じ。）に係る基準（以

下「作業実施基準」という。）は、規則で定める。

２　石綿排出等作業を伴う建設工事を施工する事業者

は、当該建設工事における石綿排出等作業について、

作業実施基準を遵守しなければならない。

（石綿排出等作業の実施の届出）

第 67 条の５　石綿排出等作業（特定粉じん排出等作業

及び規則で定めるものを除く。この条において同じ。）

を伴う建設工事を施工しようとする事業者は、当該石

綿排出等作業の開始の日の 14 日前までに、次に掲げ

る事項を市長に届け出なければならない。ただし、災

害その他非常の事態の発生により当該石綿排出等作

業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

⑴　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

⑵　特定排出等工事の場所

⑶　石綿排出等作業の実施の期間

⑷　石綿排出等作業の対象となる建築物等の部分に

おける石綿含有建築材料の種類並びにその使用箇

所及び使用面積

⑸　石綿排出等作業の方法

２　前項ただし書の場合において、当該石綿排出等作業

を伴う建設工事を施工する事業者は、速やかに、同項

各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

３　前２項の規定による届出には、当該石綿排出等作業

の対象となる建築物等の配置図その他の規則で定め

る事項を記載した書類を添付しなければならない。

（石綿の濃度の測定計画の届出等）

第 67 条の６　大気汚染防止法第 18 条の 15 第１項又は

第２項の規定による届出（以下「特定粉じん排出等

作業の実施の届出」という。）をしようとする事業者

で規則で定めるものは、石綿排出等作業に係る建築物

等の敷地の境界線における大気中の石綿の濃度の測

定計画を特定粉じん排出等作業の実施の届出と併せ

て市長に届け出なければならない。

２　前項の規定による届出をした者は、規則で定めると

ころにより、石綿排出等作業に係る建築物等の敷地の

境界線における大気中の石綿の濃度を測定し、その結

果を次条の規定による報告と併せて市長に報告しな

ければならない。

３　市長は、第１項の規定による届出をした者以外の者

が特定排出等工事を施工する場合において、必要があ

ると認めるときは、その者に対し、前項の規定による

測定を行い、その結果を報告するよう要請することが

できる。

（作業完了の報告）
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第 67条の７　第 67 条の５第１項若しくは第２項の規定

による届出をした者又は特定粉じん排出等作業の実施

の届出をした者は、当該石綿排出等作業が完了したと

きは、その日から起算して 30 日以内に、その旨を市

長に報告しなければならない。

（注文者の配慮等）

第 67 条の８　解体等作業を伴う建設工事（他の者から

請け負ったものを除く。）の注文者は、その注文に当

たり、設計図書その他の当該解体等作業を行う建築物

等における石綿含有建築材料の使用の状況に関する情

報の提供に努めなければならない。

２　特定排出等工事の注文者は、当該特定排出等工事を

施工する事業者に対し、施工方法、工期等について、

作業実施基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さ

ないように配慮しなければならない。

（特定排出等工事を施工する事業者等への勧告）

第 67 条の９　市長は、次の各号のいずれかに該当する

者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧

告することができる。

⑴　第 67 条の２第１項の規定による調査をしなかっ

た者

⑵　第 67 条の２第２項の規定による保存をしなかっ

た者

⑶　第 67 条の２第３項、第 67 条の５第１項又は第

67 条の６第１項の規定による届出をせず、又は虚

偽の届出をした者

⑷　第 67 条の３第１項の規定による表示をしなかっ

た者

⑸　第 67 条の６第２項の規定による測定をしなかっ

た者

⑹　第 67 条の６第２項若しくは第 67 条の７の規定に

よる報告をせず、又は虚偽の報告をした者

２　市長は、第 67 条の５第１項の規定による届出があっ

た場合において、石綿排出等作業の方法が作業実施基

準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した

日から 14 日以内に限り、その届出をした者に対し、

その届出に係る石綿排出等作業の方法に関する計画の

変更を勧告することができる。

３　市長は、第 67 条の６第１項の規定による届出（大

気汚染防止法第 18 条の 15第２項の規定による届出に

係るものを除く。）があった場合において、石綿排出

等作業に係る建築物等の敷地の境界線における大気中

の石綿の濃度の測定計画が適当でないと認めるとき

は、その届出を受理した日から 14 日以内に限り、そ

の届出をした者に対し、その届出に係る測定計画の変

更を勧告することができる。

４　市長は、作業実施基準を遵守しない者に対し、期限

を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告し、又は当該

石綿排出等作業の一時停止を勧告することができる。

（特定排出等工事を施工する事業者等の公表）

第 67 条の 10　市長は、前条各項の規定による勧告を受

けた者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨及

び当該勧告を受けた者の氏名その他の規則で定める事

項を公表することができる。

２　市長は、前項の規定により公表しようとするときは、

あらかじめ、前条各項の規定による勧告を受けた者に

対し、意見を述べる機会を与えるものとする。

第 81 条第１項中「たい積場」を「堆積場」に改め、「（土

壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第３条第１項の

規定による調査の対象となる物質に係るものを除く。次

項において同じ。）」を削り、同条第３項を削る。

第 82 条の見出し中「処理対策」を「処理対策等」に

改め、同条第１項ただし書中「応急の処理対策」を「特

定有害物質等による土壌の汚染の拡散の防止その他の規

則で定める管理」に改め、同条中第３項を第４項とし、

第２項の次に次の１項を加える。

３　事業者又は土地所有者は、第１項ただし書に規定す

る管理を実施する場合は、あらかじめ、汚染土壌等の

管理の計画について書面により市長に提出するものと

する。

第 82 条の次に次の２条を加える。

（土壌汚染状況調査の対象物質の適用除外）

第 82 条の２　第 81 条から前条までの規定は、土地改変

等の機会において土壌汚染対策法（平成 14 年法律第

53 号）第２条第２項に規定する土壌汚染状況調査（同

法第 14 条第３項の規定により土壌汚染状況調査とみ

なされた調査を含む。）を行った土地については、当

該調査の対象となった物質に係る部分に限り、適用し

ない。

（土壌汚染対策法第 11 条第１項の規定により指定さ

れた区域の土地における汚染土壌等の管理）

第 82 条の３　事業者又は土地所有者は、土壌汚染対策

法第 11 条第１項の規定により指定された区域の土地

における同法第２条第１項の特定有害物質による汚染

土壌等について、土壌の汚染の拡散の防止その他の規

則で定める管理を実施するものとする。

２　事業者又は土地所有者は、前項に規定する管理を実

施する場合は、あらかじめ、汚染土壌等の管理の計画

について書面により市長に提出するものとする。

第 83 条の見出し中「及び処理対策」を「、処理対策

等」に改め、同条中「市長は」の次に「、事業者又は

土地所有者に対し」を加え、「及び前条第１項」を「、

第 82 条第１項」に改め、「処理対策」の次に「並びに

同項ただし書及び前条第１項に規定する管理」を加え

る。

第 87 条第１項中「又は処理対策」を「、処理対策又
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は管理」に改める。

第127条の２中「（建築基準法（昭和25年法律第201号）

第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）」を

削る。

附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成 23 年 10 月１日から施行する。た

だし、第 81 条の改正規定及び第 82 条の次に２条を加

える改正規定（第 82 条の２に係る部分に限る。）は、

公布の日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の際現に着手している建築物その他

の工作物の解体、改造又は補修の作業を伴う建設工事

については、改正後の条例（以下「新条例」という。）

第６章第８節の規定は、適用しない。

３　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）か

ら平成 23 年 10 月 17 日までの間に、新条例第 67条の

２第３項の建設工事に着手する事業者に対する同項の

規定の適用については、同項中「当該石綿排出等作

業の開始の日の 14 日前までに」とあるのは、「平成

23年 10 月４日までに」とする。

４　施行日から平成 23 年 10 月 17 日までの間に、新条

例第 67 条の５第１項の建設工事に着手する事業者に

対する同項の規定の適用については、同項中「当該

石綿排出等作業の開始の日の 14 日前までに」とある

のは、「平成 23 年 10 月４日までに」とする。

５　施行日から平成 23 年 10 月 17 日までの間に、大気

汚染防止法（昭和 43年法律第 97 号）第 18 条の 15第

１項の特定工事に着手する者に対する新条例第 67 条

の６第１項の規定の適用については、同項中「特定

粉じん排出等作業の実施の届出と併せて」とあるの

は、「平成 23 年 10 月４日までに」とする。

６　この条例の施行の際現に土壌汚染対策法（平成 14

年法律第 53 号）第 11 条第１項の規定により指定され

ている区域の土地については、新条例第 82 条の３の

規定は、適用しない。

川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

平成 23年３月 24 日

川崎市長　阿　部　孝　夫

川崎市条例第８号

川崎市国民健康保険条例の一部を改正する

条例

川崎市国民健康保険条例（昭和 33 年川崎市条例第 15

号）の一部を次のように改正する。

第３条第４号中「附則第７条第３項」を「附則第 10

条第１項」に改める。

第６条第１項中「380,000 円」を「420,000 円」に改

める ｡

附則第４項を削り、附則第５項を附則第４項とする。

附　則

（施行期日）

１　この条例は、平成 23 年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　改正後の条例第６条第１項の規定は、この条例の施

行の日以後における出産に係る出産育児一時金から適

用する。

川崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

平成 23年３月 24 日

川崎市長　阿　部　孝　夫

川崎市条例第９号

川崎市屋外広告物条例の一部を改正する条

例

川崎市屋外広告物条例（昭和 46年川崎市条例第 77 号）

の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第１章　総則（第１条）

第２章　広告物等の制限（第２条～第 12条）

第３章　監督（第 13 条～第 21 条）

第４章　屋外広告業の登録等（第 22 条～第 38 条）

第５章　屋外広告物審議会（第 39 条）

第６章　雑則（第 40 条～第 43 条）

第７章　罰則（第 44 条～第 46 条）

附則

第１章　総則

第１条中「広告物」という。）」の次に「及び屋外広告業」

を加え、同条の次に次の章名を付する。

第２章　広告物等の制限

第 12 条第２項中「それら」を「これら」に、「貼
ちょう

付」

を「貼付」に改め、同条の次に次の章名を付する。

第３章　監督

第 26 条を削り、第 25 条を第 45 条とし、第 24 条を削

り、第 23 条を第 42 条とし、同条の次に次の１条、章名

及び１条を加える。

（委任）

第 43 条　この条例の施行について必要な事項は、市長

が定める。

第７章　罰則

（罰則）

第 44 条　次の各号のいずれかに該当する者は、１年以

下の懲役又は 500,000 円以下の罰金に処する。

⑴　第 22 条第１項の規定に違反して登録を受けない


